
長浜市訓令第１号 

 

 長浜市の保有する個人情報等管理規程（令和６年長浜市訓令第46号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

  令和８年１月１日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 目次中「・第２条」を「―第３条」に、「第３条―第８条」を「第４条―第１１条」に、

「第９条」を「第１２条」に、「第１０条」を「第１３条」に、「第１１条―第１９条」

を「第１４条―第２１条」に、「第２０条―第３４条」を「第２２条―第３６条」に、

「サーバ室等」を「取扱区域及びサーバ室等」に、「第３５条・第３６条」を「第３７条

―第３９条」に、「第３７条・第３８条」を「第４０条・第４１条」に、「第３９条―第

４１条」を「第４２条―第４４条」に、「第４２条―第４４条」を「第４５条―第４８条」

に、「第４５条・第４６条」を「第４９条―第５１条」に改める。 

 第４６条を第５１条とし、第４５条を第４９条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（他の規程との関係） 

第５０条 他の規程の規定により、保有個人情報等の取扱いについて、この規程と別段の

定めが設けられている場合にあっては、この規程に定めるもののほか、当該規程の定め

るところによる。 

第１０章中第４４条を第４７条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（特定個人情報保護評価の実施） 

第４８条 保護管理者は、番号法第２７条及び個人情報保護委員会の定めた規程等に基づ

き、所管する特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報保護評価を適切に実施

するものとする。 

第４３条を第４６条とし、第４２条を第４５条とする。 

第９章中第４１条を第４４条とする。 

第４０条中「要する場合」の次に「又は番号法第２９条の４第１項の規定による個人情

報保護委員会への報告及び同条第２項の規定による本人への通知を要する場合」を加え、

同条を第４３条とし、第３９条を第４２条とする。 

第３８条第１項に次の１号を加える。 

(9) 特定個人情報等を取り扱う従事者の明確化並びに当該従事者の監督及び教育に関す

る事項 

第３８条中第６項を第８項とし、第５項を第７項とし、第４項の次に次の２項を加える。 

５ 委託先が特定個人情報等の取扱いに係る業務を再委託しようとする場合は、番号法第

１０条第１項の規定に基づき、事前に許諾を行う。 

６ 前項の許諾を行う場合、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情

報等の適切な安全管理が図られていることを確認する。また、委託先が再委託先に対し

て必要かつ適切な監督を行うかを監督するものとし、特定個人情報等の取扱いに係る業



務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

第８章中第３８条を第４１条とし、第３７条を第４０条とする。 

第７章中第３６条を第３９条とし、第３５条を第３８条とし、同条の前に次の１条を加

える。 

（取扱区域） 

第３７条 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域においては、事

務取扱担当者以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧できないよう留意するほか、書類

等の盗難又は紛失等を防止するために施錠可能な場所への保管等の物理的な安全管理措

置を講ずる。 

「第７章 サーバ室等の安全管理」を「第７章 取扱区域及びサーバ室等の安全管理」

に改める。 

第６章中第３４条を第３６条とし、第２１条から第３３条までを２条ずつ繰り下げる。 

第２０条第１項中「以下第３２条を除き、」を「第３４条を除き、以下」に改め、同条

を第２２条とする。 

第１９条を削り、第５章中第１８条を第２１条とし、第１７条を第２０条とする。 

第１６条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 個人番号が記載された文書等が、長浜市文書管理規程（平成18年長浜市訓令第４号）

第３８条に規定する保存期間を経過した場合には、当該個人番号が記載された文書等を

できるだけ速やかに復元不可能な手段で削除し、又は廃棄する。 

第１６条に次の１項を加える。 

４ 保有個人情報等を削除し、又は廃棄した場合は、その記録を保存する。 

第１６条を第１９条とし、第１１条から第１５条までを３条ずつ繰り下げる。 

第４章中第１０条を第１３条とする。 

第９条第４項中「参加機会の付与」を「参加の機会を付与するとともに、研修未受講者

に対して再受講の機会を付与する」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 総括保護管理者は、教育研修を行うに当たり、研修計画を策定し、研修計画に基づき

教育研修を実施する。 

第３章中第９条を第１２条とする。 

第２章中第８条を第９条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（事務取扱担当者の指定等） 

第１０条 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う職員（以下「事務取扱担当者」とい

う。）を指定し、その役割及び取り扱う特定個人情報等の範囲を明確化する。 

（事務取扱担当者の監督） 

第１１条 総括保護管理者及び保護管理者は、特定個人情報等が適正に取り扱われるよう、

事務取扱担当者に対して、必要かつ適切な監督を行う。 

第７条を第８条とし、第６条を第７条とする。 

第５条第１項中「置かない課」の次に「等」を、「もって」の次に「充て、出先機関又

は公の施設においては当該出先機関又は公の施設の所長等をもって」を加え、同条を第６

条とする。 

第４条第３項中「第６条」を「第７条」に改め、同条を第５条とする。 



第３条第１項中「充てる」を「充て、副市長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務

部長がその職務を代理する」に改め、同条を第４条とする。 

第１章中第２条の次に次の１条を加える。 

（特定個人情報を取り扱う事務の範囲） 

第３条 本市において特定個人情報を取り扱う事務の範囲は、番号法に基づいて実施する

個人番号利用事務及び個人番号関係事務並びに住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）

に基づいて実施する住民基本台帳に関する事務に限定する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 （長浜市情報システム運用管理規程の一部改正） 

２ 長浜市情報システム運用管理規程（平成18年長浜市訓令第９号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条第７号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第１０号中「又は

第２項」を「から第３項まで」に改め、同条第１１号中「第９条第３項」を「第９条第

４項」に改める。 

  第５条第２項中「長浜市デジタル行政推進本部設置規程（令和３年長浜市訓令第43号）

第６条第５項に規定する特定個人情報統括責任者」を「長浜市の保有する個人情報等管

理規程（令和６年長浜市訓令第46号）第４条第１項に規定する総括保護管理者」に改め、

同項第３号中「特定」を削る。 

 （長浜市情報セキュリティ対策基準に関する規程の一部改正） 

３ 長浜市情報セキュリティ対策基準に関する規程（平成28年長浜市訓令第37号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第５号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第８号中「又は第

２項」を「から第３項まで」に改め、同条第９号中「第９条第３項」を「第９条第４項」

に改める。 

  第５条第８号イ中「長浜市デジタル行政推進本部設置規程（令和３年長浜市訓令第43

号）第６条第５項に規定する特定個人情報統括責任者」を「長浜市の保有する個人情報

等管理規程（令和６年長浜市訓令第46号）第４条第１項に規定する総括保護管理者」に

改め、同号イ(Ⅲ)中「特定」を削る。 

 （長浜市デジタル行政推進本部設置規程の一部改正） 

４ 長浜市デジタル行政推進本部設置規程（令和３年長浜市訓令第43号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条第３項中「特定個人情報総括責任者（平成27年11月18日付け長浜市特定個人情

報の適正な取扱いに関する基本方針第５条第１号」を「総括保護管理者（長浜市の保有

する個人情報等管理規程（令和６年長浜市訓令第46号）第４条第１項」に改める。 

  第６条第２項中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第３項中「特定個人情報総括責任

者」を「総括保護管理者」に改め、同条第５項中「特定個人情報総括責任者」を「総括

保護管理者」に、「取扱」を「取扱い」に改め、同項第３号中「特定」を削り、同条第

６項中「特定個人情報総括責任者」を「総括保護管理者」に改める。 


